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市報こだいら　電子書籍版
10か国語で配信
自動音声読み上げにも対応

スマートフォン用アプリ
小平トピックス

花小金井南公民館音楽会　グリーン　フラワー　ジャズ　抽選
d ３ 月２１日（日）　午後 ２ 時〜 ３ 時３０分　 １ 時３０分開場
※会場は中央公民館 ２ 階ホール。
t 市内在住・在勤・在学の方
n ジャズの往年の名曲から、ラテン、ボサノバ、サンバなどを楽しむ
o オリーブ　ジャズ　カルテット　アンド　ボーカル　エリカ
m ３ 月 ５ 日（金）まで（月曜日を除く）に、花小金井南公民館へ☎０４２（４６１）０８６１

※詳しくは、公民館のチラシや小平市ホームページをご覧ください。

d…日程　t…対象　n…内容　o…出演　
m…申込期限と実施場所

公民館の講座・イベント

申込み　②〜⑤は ２月２５日（木）の午前１０時から、電話で問合せ先へ（先着順）
※①は当日、会場へ。

問合せ　子ども家庭支援センター☎０４２（３４８）２１００

子ども家庭支援センター ３月のプログラム

日　程 対象・定員 内　容

①あげますく
ださい

３ 月 ６ 日（土）　午前１０時
〜正午
子ども家庭支援センター

―

お子さんの成長とと
もに使わなくなった
物を交換する場
※持ってきていただ
いたものは、子ども
家庭支援センターで
お預かりします。

②東部出張広
場
助産師さんと
一緒にわらべ
うたとわいわ
いトーク

３ 月 ９ 日（火）　午前１０時
〜１０時４０分、午前１１時〜
１１時４０分
東部市民センター和室

乳幼児と保護者
各回 ３ 組

お母さん同士の交流
会、コロナ禍での子
育てを一緒に話しま
しょう

③ ０ 歳さん集
まれ

３ 月１６日（火）　①午前１０
時３０分〜１１時、②午後 ２
時〜 ２ 時３０分
３ 月２６日（金）　②午前１０
時３０分〜１１時、①午後 ２
時〜 ２ 時３０分
子ども家庭支援センター

①低月齢児（ ３ か
月〜 ６ か月児）
②高月齢児（ ７ か
月〜１１か月児）　
各回 ５ 組

０ 歳児が遊べる手遊
びやわらべうたをし
ながらの親子座談会

④ 双 子 ち ゃ
ん、三つ子ち
ゃん集まれ

３ 月１９日（金）　午前１０時
３０分〜１１時３０分
子ども家庭支援センター

多胎児の親子、多
胎児を妊娠中のマ
マ、パパ
３ 組

多胎児の保護者の交
流会

⑤助産師さん
による相談会
りぼんの会

３ 月２３日（火）　午前１０時
から、１０時３０分から、１１
時から
子ども家庭支援センター

乳幼児と保護者
各回 ２ 組 個別相談会

※会場では、入場前に検温します。

後期分（１０月～ ３月）の助成内容

補助金
種類 対　象　

月　額
（児童 １ 人

につき）

幼児養育費
補助金

３ 歳〜 ５ 歳児の幼児施設（幼稚園・
保育園を除く）へ通う児童で、施設
等利用給付認定のない児童
※幼児施設には一定の基準がありま
す。

３,３００円

４ 歳・ ５ 歳児の在宅児 ３,３００円

幼児教育・
保育の無償
化に伴う補
助金

０ 歳〜 ２ 歳児の認可外保育施設へ通
う児童で、施設等利用給付認定のあ
る児童（非課税世帯のみ）

４２,０００円
（上限額）

３ 歳〜 ５ 歳児の認可外保育施設へ通
う児童で、施設等利用給付認定のあ
る児童

３７,０００円
（上限額）

※施設等利用給付認定とは保育の必要性の認定のことで、幼児教
育・保育の無償化に伴う補助金を申請するために必要です。

※対象年齢は、令和 ２ 年 ４ 月 １ 日現在の年齢です。

幼

児

養

育

費

幼
児
教
育
・
保
育
の

無
償
化
に
伴
う
補
助

補
助
金
の
申
請
を

　
令
和
２
年
度
後
期
分
（
令
和
２
年
１０
月

か
ら
令
和
３
年
３
月
分
）
の
、
幼
児
養
育

費
と
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
う

補
助
金
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

助
成
内
容
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

※
い
ず
れ
も
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
期

間
に
限
り
ま
す
。

※
二
つ
の
補
助
金
を
同
一
月
で
重
複
し
て

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
認
可
外
保
育
施
設
は
、
東
京
都
認
証
保

育
所
と
小
平
市
認
定
家
庭
福
祉
員
を
除
き

ま
す
。

※
小
平
市
以
外
の
施
設
を
利
用
し
て
い
る

方
も
、
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
み　
３
月
１９
日
（
金
）
ま
で
（
消
印

有
効
）
に
、
申
請
書
類
を
問
合
せ
先
へ
持

参
ま
た
は
送
付

※
申
請
書
は
問
合
せ
先
に
あ
る
ほ
か
、
小

平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
で
き
ま
す
。

※
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
う
補

助
金
を
申
請
す
る
方
で
、
必
要
書
類
が
期

限
ま
で
に
提
出
で
き
な
い
場
合
は
、
別
途

提
出
期
限
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
（
〒
１８７
︱
８
７

０
１　
小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
４
４

▪
保
育
施
設
等
に
在
籍
し
て
い
な
い
子
ど

も
の
保
護
者
の
方
へ

　
認
可
保
育
園
等
の
施
設
に
在
籍
せ
ず
、

一
時
預
か
り
事
業
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
な
ど
を
中
心
に
利

用
し
、
保
育
の
必
要
性
の
認
定
（
子
育
て

の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
）
を
受

け
て
い
る
０
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
子
ど
も

が
い
る
世
帯
は
、
幼
児
教
育
・
保
育
の
無

償
化
の
補
助
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
対
象
期
間
（
後
期
分
）
は
、
令
和
２
年

９
月
か
ら
令
和
３
年
３
月
ま
で
の
７
か
月

分
で
す
。

問
合
せ　
保
育
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
６

４
５児

童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

振
り
込
み
の
確
認
を

　
令
和
３
年
１
月
分
ま
で
の
児
童
手
当
、

児
童
育
成
手
当（
育
成
手
当
、障
害
手
当
）

を
受
給
し
て
い
る
方
に
、
２
月
１０
日
付
け

で
指
定
の
口
座
に
手
当
を
振
り
込
み
ま
し

た
。

※
出
生
、
転
居
、
離
婚
、
婚
姻
、
障
が
い

状
態
の
変
更
な
ど
に
よ
り
、
支
給
要
件
に

該
当
、
変
更
、
非
該
当
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
方
は
、
申
請
ま
た
は
届
出
が
必
要
で

す
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
４

児
童
扶
養
手
当
の
要
件
を
変
更

障
害
基
礎
年
金
等
を

受
給
し
て
い
る

ひ
と
り
親
家
庭

　
こ
れ
ま
で
障
害
年
金
等
を
受
給
し
て
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
は
、
障
害
年
金
額
が
児

ギ
ャ
ラ
リ
ー
案
内

中
央
公
民
館
ふ
れ
あ
い
ギ
ャ
ラ
リ
ー

☎
０４２
（
３
４
１
）
０
８
６
１

▪
女ひ

と

と
男ひ

と

の
市
民
活
動　
小
平
市
女

性
の
集
い　
２
月
２６
日
（
金
）
〜
２

月
２８
日
（
日
）
午
前
１０
時
〜
午
後
５

時
（
２８
日
は
午
後
４
時
ま
で
）
☎
森

野
０
９
０
（
８
０
４
３
）
２
１
４
８

（
夜
間
）

童
扶
養
手
当
額
を
上
回
る
場
合
、
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
令
和
３
年
３
月
分
か
ら
、
児
童
扶

養
手
当
額
と
障
害
年
金
の
子
の
加
算
部
分

の
額
と
の
差
額
を
、
児
童
扶
養
手
当
と
し

て
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
障
害
年
金
以
外
の
公
的
年
金
な

ど
（
遺
族
年
金
、老
齢
年
金
、労
災
年
金
、

遺
族
補
償
）
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
障
害
年
金
な

ど
を
受
給
し
て
い
る
受
給
資
格
者
の
支
給

制
限
に
関
す
る
所
得
に
非
課
税
公
的
年
金

給
付
な
ど
（
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
労

災
年
金
、
遺
族
補
償
な
ど
）
が
含
ま
れ
る

よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

申
込
み　
２
月
２６
日
（
金
）
ま
で
に
、
問

合
せ
先
へ

※
す
で
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
と

し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
申
請

は
不
要
で
す
。

※
支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
る
か
分
か
ら

な
い
場
合
は
、
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
状

況
が
確
認
で
き
る
書
類
（
年
金
証
書
、
年

金
決
定
通
知
書
、
年
金
額
改
定
通
知
書
な

ど
）
を
用
意
し
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
障
害
年
金
等
と
は
、
国
民
年
金
法
に
基

づ
く
障
害
基
礎
年
金
、
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
な
ど
で

す
。

※
３
月
・
４
月
分
は
、
５
月
に
支
払
わ
れ

ま
す
。

※
こ
れ
ま
で
障
害
年
金
を
受
給
し
、
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
方
で
、

３
月
１
日
に
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る

場
合
は
、
６
月
３０
日
（
水
）
ま
で
に
申
請

す
る
と
３
月
分
の
手
当
か
ら
受
給
で
き
ま

す
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
４

給
付
金
を
再
給
付

児
童
養
護
施
設

退
所
者
の
方
な
ど
へ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
困
窮
し
て
い
る
、
児
童
養
護
施
設
を
退

所
し
た
方
な
ど
に
給
付
し
て
い
る
給
付
金

を
、
引
き
続
き
要
件
を
満
た
す
方
に
再
給

付
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
　
象　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▽
児
童
養
護
施
設
退
所
者
な
ど
で
あ
り
、

家
庭
復
帰
せ
ず
に
生
活
し
て
い
る

▽
１
度
目
の
給
付
金
の
受
給
以
降
、
継
続

し
て
小
平
市
に
居
住
し
て
い
る

▽
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
単
身
世
帯

▽
自
ら
の
収
入
で
生
計
を
維
持
し
て
い
る

▽
令
和
２
年
５
月
２５
日
時
点
で
３０
歳
未
満

※
１
度
目
の
給
付
金
の
申
請
を
し
て
い
な

い
方
は
同
時
申
請
が
可
能
で
す
。

給
付
額　
一
人
１０
万
円

申
込
み　
２
月
２６
日
（
金
）
ま
で
に
、
申

請
書
な
ど
を
問
合
せ
先
へ

※
期
限
を
過
ぎ
て
申
し
込
む
場
合
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
８
１
５

問合せ　ふれあい下水道館☎０４２（３２6）７４１１

ふれあい
下水道館　３月の催し

明かりに被せて使えるきれいなランタンカバーを作ります。
と　き　３月２０日（土・祝）　午前１０時〜１０時３０分
対　象　小学生（保護者同伴可）
定　員　１０人
※申込み多数の場合は、午後も開催予
定です。
持ち物　筆記用具
申込み　２月２０日（土）から３月１９日（金）ま
でに、問合せ先へ（電話可、先着順）

◆学習講座　ペットボトルでランタンカバーを作ろう

◆災害用マンホールトイレ展
災害用マンホールトイレとは、下水道管路にあるマンホールの上に
簡易的な便座を設置するもので、災害の発生により避難所で水洗ト
イレが使用できなくなったときでも衛生的にし尿を下水道管に流す
ことができます。２０１１年に発生した東日本大震災や２０１６年に発生し
た熊本地震のときにも活躍しました。
市内の避難所に設置された災害用マンホールトイレの写真と実物を
展示します。
と　き　 ３月 ２日（火）〜２１日（日）

出典　国土交通省ホームページ


